
１．　事業所の概要

　　　　事業所の名称　　　：　あいぎ瑞浪デイサービス事業所の名称　　　 ：　あいぎ瑞浪デイサービス

　　　　 事業所の所在地 ：　瑞浪市山田町898-1

　　　　 営業日　　　　　　 ：　月曜から土曜日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　但し、祝祭日および12月30日～1月3日を除きます

　　　　 営業時間　　　　　　 ：　午前８：３０　から　午後５：３０　まで

サービス提供時間：　 ：　午前9：00　から　午後４：３０　まで

サービス提供地域：　 ：　瑞浪市・土岐市

利用定員 ：　25名

　　　　職員体制

資格

管理者 1名以上

生活相談員 社会福祉士他 1名以上

看護師 看護師・准看護師 1名以上

介護職員 介護福祉士他 3名以上

機能訓練指導員 理学療法士他 1名以上

２．　当事業所が提供するサービスについての相談・苦情などの窓口

提供されたサービスに不満がある場合、いつでも苦情を申し立てることができるものとします。

苦情申し立てを行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いはしないものとします。

　　　　 ・あいぎ 瑞浪デイサービス　　　　管理者　河野　文江　 TEL  ０５７２－５６－２０７０　FAX  ０５７２－５６－２０７１

・外部相談機関

　岐阜県国保連合会 TEL　０５８－２４１－２９６１

　東農県事務所福祉課 TEL　０５７２－２３－１１１１（代）

　　　　　　瑞浪市高齢福祉課　　　　　　　　　　　　　　　 TEL　０５７２－６８－２１１１（代）　

　土岐市健康福祉部 高齢介護課　 TEL　０５７２－５４－１１１１（代）　

３．　サービス内容

　　　　介護予防・通所介護計画書に沿って、送迎、食事の提供、入浴介助、機能訓練、アクティビティー

　　　　その他必要な介護等を行います。

４．　利用料金

　※　別紙参照

　　　（２）　キャンセル料金

　　　　　ご都合によりお休みされる時に、事前にご連絡がなかった場合、下記のキャンセル料を

　　　　　頂きます。キャンセルが必要になった場合は、至急ご連絡ください。

　　　　　＜　連絡先　：　０５７２－５６－２０７０　　　あいぎ 瑞浪デイサービス　＞

　　　（３）　料金の支払い方法

　　　　　毎月月末締めとし、利用料金の請求書はお渡します。

あいぎ 瑞浪デイサービスの事業運営に関する

重要事項説明書

　　　（１）　施設利用料　

事前にご連絡いただいた場合　　　　　　　　                 　キャンセル料なし

事前にご連絡がなかった場合　　　　　　　　                 　利用料金の１０％



　　　　　翌月２６日（金融機関休業日の場合、翌営業日）に口座引き落としさせていただきます。

５．　サービスの利用方法

　　　（１）　サービスの利用開始　　　　　　

　　　　　　　利用契約の上、介護支援専門員の「居宅サービス計画」に沿った「介護予防・

　　　　　　　通所介護計画書」を作成し、サービス提供を開始します。

　　　（２）　サービスの利用にあたっての留意事項　　　　　　

利用者は、サービス提供を受ける際には医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の

健康状態を従業者と確認し、心身の状況に応じた適切なサービスを受けることができるよう留意する

ものとします。

　　　（３）　サービスの終了

　　　　　　①　利用者の都合により、サービスを終了する場合

　　　　　　　　　サービス終了を希望する日の１週間前までに申し出てください。

　　　　　　②　当社の都合でサービスを終了する場合

　　　　　　　　　やむを得ない事情によりサービス提供を終了させていただく場合、文書により１ヶ月前

　　　　　　　　　までに通知します。

　　　　　　③　自動終了（以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了となります）

　　　　　　　　　・利用者が介護保険施設に入所した場合

　　　　　　　　　・要介護認定区分が、非該当［自立］と認定された場合

　　　　　　　　　・利用者が死亡した場合

　　　　　　④　その他

　　　　　　　　　・当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、または

　　　　　　　　　　社会通念を逸脱する行為を行った場合、利用者は文書で解約通知することができます。

　　　　　　　　　・利用者が、サービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告

　　　　　　　　　　したにもかかわらず支払わない場合、または利用者や家族が、当社や当社のサービス

　　　　　　　　　　従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知する

　　　　　　　　　　ことにより、即座にサービスを終了させていただく場合があります。

　　　　　　　　　・風邪、病気等の際は、サービス利用を見合わせて無理な利用はお断りする場合が

　　　　　　　　　　あります。

　　　　　　　　　・当日の健康チェックの結果体調が悪い場合や、ご利用中に体調が悪くなった場合は、

　　　　　　　　　　入浴や体操などのサービス内容を控えたり、または利用を中止することがあります。

　　　　　　　　　　その場合ご家族に連絡の上、お迎えをお願いする場合があります。

　　　　　　　　　・台風、大雪、大雨などの悪天候に伴い、急な帰宅時間の変更が生じた場合は、ご家族に

　　　　　　　　　　連絡のうえ、安全に配慮して帰宅時間を早めることがあります。

　　　　　　　　　・他の利用者の健康に影響を与える可能性のある感染症が明らかになった場合、速やかに

　　　　　　　　　　事業所に申告してください。治癒するまでサービスの利用はお断りさせていただきます。

　　　　　　　　　・ご利用中における転倒その他の事故防止には充分配慮しますが、歩行その他の行動に

　　　　　　　　　　おいては、自立支援の視点から、介助の方法は状況に応じて最小限といたします。

　　　　　　　　　・持参する持ち物には全て名前の記入をお願いします。

　　　　　記帳名は　[ SKアクティブライフ　または　カ)アクティブライフ　]です。　　　　　



６．　緊急時の対応方法

　　　　サービス提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、

　　　　親族、居宅支援事業者等へ連絡をいたします。

医療機関名

主治医氏名

連絡先

ご家族　氏名

連絡先

７．　事故発生時の対応方法

　　　　　サービスの提供中に事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者のご家族、

　　　　　居宅介護支援事業者または包括支援センター等に連絡するとともに、必要な処置を講じる

　　　　　ものとします。

８．　秘密の保持

　　　　　業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。

９．　虐待防止に関する事項

　　　　　　当事者は、虐待（身体的・精神的・性的な暴力、経済的搾取、介護の放棄など）防止に取り組みます。

　　　　　　ご利用者の人権の擁護や尊厳を損なう行為が起こらないよう、職員は意識し日々の支援にあたるもの

　とします。

　　　　　　職員に対して定期的な研修の実施および虐待が疑われる事案が発生した場合には、速やかに

　　　　　　市町村などの関係機関へ報告いたします。窓口は苦情対応と同じとなります。

１０．　身体拘束適正化のための取り組みに関する事項

　利用者またはその他の利用者の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、

　身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。

医療的・安全上やむを得ない場合は、家族・主治医・ケアマネジャーと協議の上、記録・報告を

します。

１１．　業務継続計画（BCP）に関する事項

地震・風水害・感染症等の緊急事態に備え、業務継続計画（BCP）を策定しています。

緊急時には、職員や利用者の安全確保・食事提供・排泄介助などの優先業務を継続します。

行政・医療機関・地域福祉施設などと連携し、支援体制を確保します。

年１回以上の訓練を実施し、計画の見直しを行います。

主治医への連絡基準



＜重要事項確認書＞

　　　　　あいぎ 瑞浪デイサービスは、利用者及び利用者のご家族に対して本書面に基づいて

　　　　　重要事項を説明いたしました。

　　　　　　　　　　　　事業者　　 あいぎ瑞浪デイサービス

　　　　　　　　　　　　　管理者　 河野　文江

　　　　　本書面に基づいてあいぎ瑞浪デイサービスから、重要事項の説明を受け、了承しました。

   令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

    ＜利用者＞　　　　　　　　

　　    住所　

　　    氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

    ＜利用者の家族＞　　　　　

　　    住所

　　    氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



　　　（１）　利用料

介護保険適用 利用料金

要支援　1 １７，９８０　円/月 

要支援　2 ３６，２１0　円/月 

要介護　１ ６，５８０　円/回

要介護　２ ７，７７０　円/回

要介護　３ ９，０００　円/回

要介護　４ １０，２３０　円/回

要介護　５ １１，４８０　円/回

個別機能訓練加算Ⅰイ ５６０　円/回

個別機能訓練加算Ⅰロ ８５０　円/回

個別機能訓練加算Ⅱ 20０　円/回

入浴介助加算Ⅰ ４００　円/回

科学的介護推進体制加算 ４００　円/月

送迎を行わない場合の減算 ４７０　円/片道

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 毎月算定の9.0％

(令和6年４月　改定)

　※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

　※《介護保険負担割合証》に表示された負担割合になります。

　　　○自費をいただくもの（介護保険適用外）

食事・おやつ代 要介護 800 円/日

オムツ・パッド　代 リハパン ¥100

紙おむつ ¥100

パッド ¥50

レクリェーション・行事参加費

令和　　　　年　　　月　　　日

一割負担分

１，７９８　円/月

３，６２１　円/月

   ６５８　円/回

   ７７７　円/回

   ９００　円/回

１，０２３　円/回

１，１４８　円/回

５６　円/回

 ２０　円/月

４０　円/回

８５　円/回

 

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

４０　円/月

    ４７　円/片道

毎月算定の9.0%の1割分

適宜実費


